
令和6年3月

戸

高松高等裁判所長官事務視察基礎資料

高松地方裁判所



↓

1

次目

香川県の概況 ・…･……………･……………･……･……1
今 一 a

■

沿革等…･…………………．.…………………_．……・ 3

管内管轄区域図……………･……･………'…………6．．13

管内管轄区域一覧表 ･…･……･…･…･……………………14
勺 も

統計資料……………･…………･……･………………15

｡・・・・・・ ・ ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・14

１
２
３
４
・
５

第
１
第
第
第
第

0

岸

■

〆

！

1



↓

第1香川県の概況

香川県は、四国の北東部に位置し、地形は半月型で南に讃岐山脈が連なり、これ

より北に向かってゆるやかに傾斜し讃岐平野が展開している。北に瀬戸の海を望

み、海岸線の総延長は約724kmで、海面には多数の島々が点在し、その風光はま

ことに美しい。面積は1,876.87km2で全国に占める割合は0.5%と、各都道府県中

もっとも小さいが、山地と平地はおおよそ相半ばしているため、士地の利用度はき

わめて高い。河川はおおむね讃岐山脈に源を発し瀬戸内海に注いでおり、流路延長

は短く、かつ、温暖少雨で水量も乏しい。このため夏は干ばつに悩まされることが

多く、県下には満濃池をはじめとする大小1万4千余のため池があり、干ばつから

田畑を守ってきた。しかし、近年、水の需要が増加するとともに干ばつが多発の傾

向にあることから、ダムが各所に建設され、 さらに昭和56年、吉野川の水を香川

県へ導水する「香川用水事業」の完成により、有史以来の水不足も大幅に改善され

てきた。推計人口は、令和6年1月1日現在、 92万3,754人である。

また、香川県は瀬戸内海の中央部に位置し、四国地方の交通の要衝として、活発

な社会経済活動が展開されてきたが、昭和63年4月の瀬戸大橋開通、平成元年12

月の新高松空港開港、 さらに平成15年3月には高松自動車道が全線開通し、これ

らが交通・物流の大動脈として大きな役割を果たし､産業、経済、文化をはじめ広

範な分野における交流を飛躍的に増大させ、県勢の発展と県民福祉の向上に大きく

寄与している。県庁所在地である高松市は、四国の玄関口として四国を統轄する国

の出先機関のほとんどや企業の四国支社・支店の多くが置かれ、四国の政治経済に

おける中心拠点である。

香川の地場産業と地域の工業は、恵まれた自然と伝統的な技法、新しい技術が調

和して発展してきた。古くは金刀比羅宮参拝客の土産物として生まれ育ったうちわ、

良質の花崗岩である庵治石を加工して作る燈籠などの石工品は、全国に誇る伝統工

←

芸品である。
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また、全国シェアの約9割を占める衣服用の手袋をはじめ、 うどんと手延素麺の

和風めんなどは歴史のある地場産業として知られており、冷凍調理食品のほかごま

油やオリーブオイルなどのその他の動植物油脂、建設用クレーン、鉄製金網、特殊

合板（集成材を除く） 、通信ケーブルの出荷額なども全国上位を占めている。

農林水産物としては、県花、県木であり、小豆島で1907年に日本ではじめての栽

培に成功したオリーブは全国一の生産量を誇り、マーガレットも全国一の生産量で

ある。また、冬レタス、ブロッコリー、にんにく、麦味噌などの原料であるはだか

麦の生産量も全国上位である。 さらに、高松市の鬼無町や国分寺町は国内有数の松

盆栽の産地であり、東南アジアやEUなどにも輸出されている。加えて、県魚であ

るハマチは、東かがわ市引田が養殖発祥の地として有名であり、近年消費拡大に取

り組んでいる。

ー
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第2沿革等

【本庁】

（庁舎等の概要）

位 置 高松市丸の内1番36号

敷地面積 6， 343㎡

建物構造 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上7階建

（地下1階から4階まで使用）

建物面積 延 10， 678㎡

、建 1， 667㎡

竣工年月日 昭和43年12月10日

（沿 革）

明治9年10月 「松山裁判所高松支庁」 として、 現敷地に開庁

明治16年 1月 「松山始審裁判所高松支庁」 と改称

明治23年11月松山始審裁判所の管内を離れ、 「高松地方裁判所」が設

置され、香川県一円を管轄する。管内は、次のとおり

高松区裁判所6出張所(百相､滝宮､長尾西､津田、

土庄、草壁）

三本松区裁判所出張所なし

丸亀区裁判所3出張所（坂出、本島、琴平）

観音寺区裁判所3出張所（姫ノ江、詫間、財田大野）

「丸亀支部」を開設、刑事第一審裁判事務を取り扱う。

明治26年9月丸亀支部において民事第一審裁判事務を取り扱う。

明治27年3月庁舎竣工

明治36年6月丸亀支部の裁判事務取扱い停止

大正2年4月 「丸亀支部」廃止

大正7年7月丸亀に丙号支部設置、丸亀区裁判所及び観音寺区裁判所

●
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管内における予審事務の取扱い開始

7月戦災を受け、庁舎の大部分を焼失

5月新憲法発布に伴う改革により、丸亀及び観音寺の区裁判

昭和20年

昭和22年

は、地裁乙号支部となる。

高松地方裁判所丸亀支部

高松地方裁判所観音寺支部

管内に、次の簡易裁判所を新設開庁

高松簡易裁判所

平井簡易裁判所（三木簡易裁判所と改称）

三本松簡易裁判所（大内簡易裁判所と改称）

滝宮簡易裁判所（綾南簡易裁判所と改称）

士庄簡易裁判所

丸亀簡易裁判所

善通寺簡易裁判所

観音寺簡易裁判所

旧庁舎竣工、 高松高等裁判所と共用、主に1階を使用

丸亀支部は、 甲号支部となる。

|日庁舎跡に現庁舎落成（竣工昭和43年12月）

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改

する法律（昭和62年法律第90号）の施行に伴い、次正する法律（昭和62年法律第90号）の施行に伴い、次

所は、

昭和24年 2月

昭和24年10月

昭和44年4月

昭和63年5月

の簡易裁判所が廃止され、いずれも高松簡易裁判所に統合

三木簡易裁判所．

大内簡易裁判所

綾南簡易裁判所

地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則の一部を改正す

る規則の施行に伴い、権限甲号支部と権限乙号支部の区別

平成2年4月
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が廃止される。

丸亀支部及び観音寺支部における合議事件に関する事務

は、丸亀支部においてこれを取り扱う。

3月 2階3号法廷を「3号法廷兼審尋室」 としてラウンドテ

ーブル法廷に改造

3月 自動扉設置等正面玄関及び民事訟廷事務室改修

3月 3階第1， 2手続室を「8号法廷兼審尋室」 としてラウ

ンドテーブル法廷に改造

3月 4階第1、 2号法廷を裁判員裁判用法廷に改修、裁判員

候補者待合室､ 設置

4月丸亀支部及び観音寺支部の不動産執行事件の事務を本庁

平成4年

平成9年

平成10年

平成19年

平成19年

において取り扱う。

2月耐震改修工事

9月内部改修工事（地家裁会計課一室化）

平成27年

令和 5年

【高松地方裁判所丸亀支部】

（庁舎等の概要）

位 置 丸亀市大手町三丁目4番1号

敷地面積 4， 215㎡

建物構造 鉄筋コンクリート造3階建

建物面積 延 4， 080㎡

建 1， 408㎡

竣工年月日 平成30年8月31日

（沿 革）

明治10年4月松山裁判所の管轄区域に属し、 「多度津区裁判所」 と称

し開庁
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5月 「丸亀区裁判所」 と改称

1月 「丸亀治安裁判所」 と改称

1月高松地方裁判所の管轄区域に属し、 「丸亀区裁判所」と

改称

「丸亀支部｣設置、丸亀及び観音寺の区裁判所管内の、地

方裁判所の裁判権に属する刑事第一審裁判事務を取り扱う。

9月丸亀及び観音寺の区裁判所管内の、地方裁判所の裁判権

に属する民事第一審裁判事務を取り扱う。

6月支部の裁判事務取扱い停止

4月刑事裁判事務取扱い復活

4月 「丸亀支部」廃止

7月丙号支部設置、予審事務の取扱い開始

3月観音寺区裁判所の民･刑事裁判事務停止に伴い、丸亀区

裁判所においてこれを取り扱う。

1月観音寺区裁判所における民・刑事裁判事務取扱い復活

9月観音寺区裁判所の民･刑事裁判事務停止に伴い、丸亀区

裁判所においてこれを取り扱う。

5月乙号支部となる（管内に丸亀・善通寺の2簡易裁判所新

設） 。

0月 甲号支部となる。

明治12年5月

明治16年 1月

明治23年11月

明治26年

明治36年

明治38年

大正2年

大正7年

昭和 6年

昭和8年

昭和17年

昭和22年

昭和24年10月 甲号支部となる。

昭和26年5月敷地のうち10,026㎡と丸亀市有地、同市二番丁新敷地

10,211㎡を交換

昭和33年 1月 旧庁舎落成（竣工昭和32年12月）

平成2年4月地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則の一部を改正す

る規則の施行に伴い、権限甲号支部と権限乙号支部の区別

が廃止される。
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平成19年4月不動産執行事件の事務を本庁で取り扱う。

平成27年10月仮庁舎竣工、仮庁舎に移転

平成28年4月 旧庁舎取壊し

平成30年5月新庁舎に移転

平成30年8月竣工

【高松地方裁判所観音寺支部】

（庁舎等の概要）

位 置 観音寺市観音寺町甲2， 804番地1

敷地面積 1， 535㎡

建物構造 鉄筋コンクリート造3階建

建物面積 延 1， 298㎡

建 419㎡

竣工年月日 昭和48年3月30日

（沿 革）

明治23年11月 「観音寺区裁判所」と称し、三野郡、豊田郡の各一円を

管轄して開庁

明治38年4月刑事裁判事務を停止、 丸亀区裁判所において取り扱う。

大正2年4月 「観音寺区裁判所」廃止となり、 「丸亀区裁判所観音寺

出張所」 と改称し、登記事務のみを取り扱う。

大正6年9月 「観音寺区裁判所」復活し、民・刑事裁判事務を取り扱

ア

ブ。

大正9年5月 旧庁舎竣工（木造瓦葺平家建）

昭和6年3月登記事務を除くほか、民･刑事裁判事務を停止され、丸

亀区裁判所において、 これを取り扱う。

昭和8年 1月民・刑事裁判事務取扱い復活
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9月民・刑事裁判事務を停止され、 丸亀区裁判所において、

． これを取り扱う。

5月刑事裁判事務取扱い復活、破産･和議事件事務取扱い開

始

5月 「高松地方裁判所観音寺支部」 （乙号支部） となる。

「観音寺簡易裁判所」新設

4月新庁舎落成（竣工昭和48年3月）

4月地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則の一部を改正す

る規則の施行に伴い、権限甲号支部と権限乙号支部の区別

昭和17年

昭和21年

昭和22年

昭和48年

平成2年

が廃止される。

3月エレベーター、 自動扉設置等工事

2号法廷を「2号法廷兼審尋室」 としてラウ

ル法廷に改造

2月内部等改修工事

4月不動産執行事件の事務を本庁で取り扱う。

3月耐震改修工事

3月内部等改修工事

3月エレベーター設備改修工事

2月電気設備改修工事

2月外部等改修工事

平成13年
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【高松簡易裁判所】

（庁舎等の概要）

位 置

敷地面積

建物構造

高松市丸の内2番27号

3， 484㎡

鉄筋コンクリート造4階建 （1， 2階の一部使用）
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建物面積 延4， 914㎡

建 1， 251㎡

竣工年月日 平成16年3月25日

(沿 革）

5月 「高松簡易裁判所」 として開庁

8月民事訴訟事務取扱に関する簡易裁判所指定規則（昭和2

9年12月1日最高裁判所規則第19号）により、綾南簡

易裁判所の民事訴訟に関する事務を取り扱う簡易裁判所に

指定される。

5月下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改

正する法律（昭和62年法律第90号）の施行に伴い、次

の簡易裁判所が廃止され、いずれも高松簡易裁判所に統合

三木簡易裁判所

大内簡易裁判所

綾南簡易裁判所

3月高松市丸の内2番27号に高松家庭･簡易裁判所合同庁

舎竣工、移転

3月 1階簡易裁判所受付センター・調停係と家庭裁判所受付

センターとの入替

昭和22年

昭和30年

昭和63年

平成16年

平成27年

【土庄簡易裁判所】

（庁舎等の概要）

位 置

敷地面積

建物構造

建物面積

小豆郡土庄町淵崎甲1， 430番地1

1， 116㎡

鉄筋コンクリート造2階建

延436㎡
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建216㎡

竣工年月日 昭和63年3月20日

(沿 革）

昭和22年5月 「土庄簡易裁判所」 と称し開庁

昭和27年7月昭和27年法律第89号により、旧庁名土庄簡易裁判所

を「淵崎簡易裁判所」 と改称

昭和30年8月昭和30年法律第25号により、旧庁名淵崎簡易裁判所

を「土庄簡易裁判所」 と改称

昭和35年6月 旧庁舎竣工

昭和63年4月新庁舎落成（竣工昭和63年3月）

平成10年2月 自動扉等設置

平成17年12月点字ブロック整備工事

平成31年2月内部等改修工事

【丸亀簡易裁判所】

（庁舎等の概要）

位 置 高松地方裁判所丸亀支部と同一敷地

（沿 革）

昭和22年5月 「丸亀簡易裁判所」 と称し開庁

【善通寺簡易裁判所】

（庁舎等の概要）

位 置 善通寺市文京町三丁目1番1号

敷地面積 1， 488㎡

建物構造 鉄筋コンクリート造2階建

建物面積 延434㎡
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建233㎡

竣工年月日 昭和53年2月28日

(沿 革）

昭和22年5月 「善通寺簡易裁判所」 と称し開庁

昭和26年5月 旧庁舎竣工

昭和53年3月新庁舎落成（竣工昭和53年2月）

平成6年3月 自動扉設置及び多目的便所等増築工事

増築面積 延25㎡

建25㎡

平成9年6月庁舎前道路拡張工事に伴い､庁舎敷地面積141㎡を大

蔵省に引き継ぐ。

平成10年2月庁舎前道路拡幅工事完成

平成22年3月内部等改修工事（ラウンドテーブル法廷を1階に移設）

平成26年3月耐震改修等工事

【観音寺簡易裁判所】

（庁舎等の概要）

位 置 高松地方裁判所観音寺支部と同一敷地

（沿 革）

昭和22年5月 「観音寺簡易裁判所」 と称し開庁

【高松検察審査会】

（庁舎等の概要）

‘ 位 置 高松地方裁判所本庁と同一敷地

（沿 革）

昭和23年11月高松地方裁判所に併置
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管轄区域は、 高松、土庄の各簡裁管轄区域

【丸亀検察審査会】

（庁舎等の概要）

位 置

（沿 革）

高松地方裁判所丸亀支部と同一敷地

高松地方裁判所丸亀支部に併置

管轄区域は、 丸亀、 善通寺の各簡裁管轄区域

検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令の改正に

伴い観音寺検察審査会が廃止され、丸亀検察審査会に統合

管轄区域は、丸亀、善通寺、観音寺の各簡裁管轄区域

昭和23年11月

平成21年 4月
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第3管内管轄区域図
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<凡例〉
◎地裁・家裁・簡裁・検審
○地・家裁支部・簡裁・検審
④地・家裁支部・簡裁
②簡裁

注：ただし土庄簡易裁判所は家
裁出張所併設である。

人口(人）面積(ki)

97,915 84.68

48,685 92.49

18，794 8．10

21,346. 24.39

30,412 39．93

7,891 8．47

16，426 194．45

55，167 117．83

58,779 222.70

面積(ki)人口(人）

48,685 92.49

18,794 8．10

24.39

30,412

55,167 117．83

市町村名市町村名

丸亀市※

面積(ki) 管轄市町村名管轄 人口(人）
●

高松市 411,0041 375.54

坂出市さぬき市 44,644 158.62
丸亀

宇多津町東かがわ市 26,407
-

26,202

15286

多度津町高松 三木町 75.78

善通寺市

琴平町

まんのう町

直島町

綾川町

丸趣市の内旧綾歌郡綾歌町

土庄町
土庄

小豆島町

2,996 吻
一
岬
一
郡

善通寺22,022
-

10,156

観音寺市74.3412,011
観音寺

三豊市12,9421 95.59

※人口(推計)は令和6年1月1日現在,面積は,令和5年10月1日時点のものである。

※丸亀市の人口及び面積は,旧綾歌郡綾歌町の人口及び面積を除いた数値である。

※直島町の面積は参考値である。

13

凸一



７

第4管内管轄区域一覧表

人口は令和6年1月1日現在(推計）

l

’鰯国関 管轄区域 人口(人）

■■｜ I

「‐

一

合計 568,384

合計

高松市

さぬき市

東かがわ市

木田郡

香川郡

綾歌郡

丸亀市のうち

543,431

411,004

44,644

26,407

26,202

2,996

22,022

10，156

本庁

高松

三木町

直島町

綾川町

旧綾歌郡綾歌町

｜

’"げ
士庄

高松

土庄町,小豆島町土庄 24,953小豆郡

合計 241,424

合計

丸亀市

坂出市

綾歌郡

仲多度郡

186,695
■■■■■画I■■■■■■■、■■■

97,915

｡■■■■■■毎口■■■■画口角の■閏ロ■画■■■■■■■■

(旧綾歌郡綾歌町を除く）

丸亀 48,685

18,749

21,346

丸亀 宇多津町

多度津町
■

ロ

|’

合計

善通寺市

仲多度郡

54，729
■■■■｡■P向■q■■■4■ロ■■■■

30，412

■両■■■■■ロロ｡■~■ー”■画■色■p■｡■■■ロ■■■■■画②ー■■

|’ I ll

善通寺

琴平町,まんのう町 24，317Ⅱ

合計
■“■■■■■■■■色単■■■■■■■■画■画●

観音寺市

113，946
■■■■■■■画■■■■■■■■■

55,167

■1■ロ■1■■■1■■■■唾■■■q■I■■＝■両■”■画■■画■章”画■

観音寺観音寺

三豊市 58,779

’〈
ロ 計 923,754
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～

第1 民事事件

1 地方裁判所

（1）民事第一審通常訴訟事件(ワ）

■
【参考】

新受 既済 未済
| 年次 棄却 和解 取下げ認容 却下

’令和元年 654 241 54 1 0 266 40.7％ 74 573642高
松
地
裁
管
内
総
数

令和2年 224 287 43.4％ 95 635723 661 38 0

令和3年 705 191 60 4 341 48.4％ 90 596666

306 42.7%’ 911 542令和4年 663 717 1 237 54 4

684 1 642
{． 1 1

令和5年 217 51 0 265 41.3％ 90 584

437 1 436 1 152 0令和元年 34 190 43.6％ 49 397

■

高
松
地
裁
本
庁

令和2年 453 151 200 44.2％ 72 430486 22 0

令和3年 192 44.2％ 58 433437 1 434 124 46 3

令和4年 220 43.5%’ 61 365438 1 506 163 42 4

34 180 41．7％令和5年 432 136 0 67 401468

｜ ’

高松地裁本庁
600 首 ■z一一

亘
500

託

400 一

6

300

200
一新受

一■一既済

済受

済

新
既
未

｛
一
一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

工三
I■■■■■■■■■■■■■

100 1-一

1 0，

0

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

1－1

全地ヨ
和解蔓

38.5％

35.3％

36.9％

32.8％

32.6％



新受|既済|未済年次
丸亀支部

250
135令和元年 142 155

U I I

200

令和2年 153168 1 150

150
丸
亀
支
部

令和3年 171 1 203 121

100

一
一
Ｉ

‐
１
－
一
一
‐
１
１
１
‐
ｌ

｜
劃匡令和4年 151 132162 50

●

0
令和5年 142165 155

令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年I 1 9

観音寺支部令和元年 63 63 41

150

令和2年 58 5269

観
音
寺
支
部

令和3年 58 68 42

100

令和4年 4563 60

令和5年 51 55 41

5011

0
’

令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年

1－2

〆

一
一



(2)不動産等執行事件(ヌ･ケ）

11

180

■ ｜一新受
、

‐

160 ｜÷既済 「－

÷未済
140b

ｈ

■

ニ120
－

100

80
▲

60
一一■－

40

20

0
■

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

＆

r

2

●卜 ｡

、
稗
令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

高松地裁総数

新受

152

117

126

109

117

既済

170

’ 114 ’’
129

127

112

未

77

80

77

59

64

野



(3)債権等執行事件(ル）

、、 高松地裁本庁高松地裁管内総数

新受｜既済｜未’既済 未済 未済新受 既済年次

584 539 412令和元年 1，024 1 941 746

514 1 565 361911 1 1，015 642令和2年

565 583 343令和3年 1，016 615989

545 312929 1 954 590 514令和4年

588 568 332令和5年 983 6331，026
I

、、 観音寺支部丸亀支部

未済新受 既済新受 既済 未済年次

93令和元年 313 289 1 241 127 113

75206 112 130令和2年 285 320

124 123 76令和3年 300 310 196

125 66令和4年 284 212 115300
一

113 114 65令和5年 301 236325

高松地裁本庁

700

600
Ⅱ
ｈ
■
Ｉ

一
500

一
400

］

一
＄300

受
済
済

新
既
未

一
一
一 ÷未済

200

100

I

0

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

3

一
『凸



(4)破産事件(フ）

高松地裁本庁高松地裁管内総数

新受｜既済未済新受 既済

手続開始決定手続開始決定

管財人
選任

件数
新受 既済 未済年次

151357 153 381240 379令和元年 592 568

306 1 1063041 339 1 118182令和2年 483 541

106284 1 138 286304令和3年 482 481 183

77297 129 264288令和4年 454 457 180

347 1 353 133330 146224令和5年 531 487 1

、 観音寺支部

新受｜ 既済｜未済既済新受

丸亀支部

未済新受 既済年次

2358 1 61150 64令和元年 155

57 52 2836令和2年 122 150

52 1530 39令和3年 145139

41 1 1437 40令和4年 119126
●

54 45 23令和5年 112 55130

■

高松地裁本庁

400

350

300

250

200
－

館P左輌咽

150

一新受100

-■一既済

50 ÷未済

*

0

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

4

ユ ■L



(5)通常再生事件(再）

、、 高松地裁本庁

新受 ｜ 既済｜未済既済

高松地裁管内総数

既済 未済新受年次

2 0 2令和元年 3 1 0 3

1 1 1令和2年 1 00 2

11 1令和3年 1 1 1 1

10 0令和4年 0 10

0 1 0 0 1令和5年 1 0
ロ

、 観音寺支部

新受｜ 既済｜未済既済新受

丸亀支部

新受｜既済 未済年次

0 01 0令和元年 1 0

00 0令和2年 1 00

00 0令和3年 0 1 0 1 0

0 1 00令和4年 0 00

O 1 O 1 OO I O令和5年 0

(6)個人再生事件(再イ・再口）■

～、 高松地裁管内総数

受｜既済｜未済既済新受

高松地裁本庁

新受｜ 既済｜未済既済新受年次

4866 68令和元年 114 113 68

445854令和2年 96 1 102 62

49 1 65 1 28令和3年 88 1 104 1 46

54 1 48 1 34令和4年 5491 83

21令和5年 36 4967 90 31

、 観音寺支部丸亀支部

｢厩言T耒棗 既済 未済新受 新受新受年次■■■■■■■■■■■■■■■■Ⅱ■■■■■■■■

13 14 1 4令和元年 35 31 16

令和2年 32 1 14 12 1 12 1 430

令和3年 26 1 28 1 12 13 11 1 6
ザ ■ ■ ■

令和4年 15 9 1 10 528 25

令和5年 5 9 126 32 1 9
I

5

｡



(7)配偶者暴力保護命令事件(配チ）

高松地裁本庁高松地裁管内総数

新受｜既済｜未既済 未済 未済’既済新受年次

27 1 27 ０
－
０

令和元年 38 羽
一
弱

0

21令和2年 35 0 21

9 1 8 1 1令和3年 19 1 18 1

隙11
令和4年 帽

一
Ⅷ

019 1 20 0

0令和5年 028 28

’観音寺支部丸亀支部

既済 未済新受｜既済未済 新受

令和元年 5 6 1 06 1 6 0

2 1 2 ０
’
０

令和2年 12 1 12 1 0

令和3年 ０
’
０
－

０

2 1 28 ８
’
７

’
｜

’

令和4年 O I 0 07

o l令和5年 2 1 215 1 15
一

I

(8)行政第一審訴訟事件(行ウ）凸

(9)労働審判事件(労）

’

6

缶。

一
議

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

高松地裁本庁
］

新受

11

13

11

9 1’
17

既済

’ 6
8

| ’2
’4
12

未済

13

18

17

12

17

年次

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

高松地裁本庁

新受

21

22

28

26

21
■ ＆

既済

18

19

27

28

27

未済

8

11

12

10

L土



2簡易裁判所

（1）民事通常訴訟事件(ハ）

| 既済’ |未済新受年次 高松簡裁
1,000

317令和元年 1,282 1,314

900

1，070 1 1，055 332令和2年
800

管
内
総
数

1,048 302令和3年 1,018

一

一

700 F

289令和4年 843 1 856 600 一 一

500 ｜
Ｉ292令和5年 965 962 受

．
済
済

新
既
未

一
一
一÷未済

400

’
858 209令和元年 806

300

令和2年 690 219700
200

‐

高
松
簡
裁

202 100令和3年 651 668

I
口

0
､

556 197令和4年 551 令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年

1

195 土庄簡裁612

●

令和5年 610
50

令和元年 15 14 2

2令和2年 13 13

土
庄
簡
裁

令和3年 13 14 1

令和4年 10 1
11

10

令和5年 15 1 317 0

令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年
’

7－1

＝



』

丸亀簡裁
300

250

未済新受 既済年次
■ I

200

51令和元年 265 262 150

100

令和2年 191 70210

50
丸
亀
簡
裁

令和3年 217 1 226 1 61 0

令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年

令和4年 175 61175 善通寺簡裁
100 1

令和5年 211 214 58

令和元年 65 1975

50

令和2年 60 1 1253

善
通
寺
簡
裁

一

令和3年 45 47 10

ロ

令和4年 34 33 1， 11
0

令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年

令和5年 51 53 9

観音寺簡裁
140

令和元年 121 1 115 36

120

令和2年 94 101 29
100

観
音
寺
簡
裁

令和3年 92 93 28 80

60

令和4年 73 82 19

40一

令和5年 76 68 27

20

0

令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年

7－2

毎 唾

－L,一不戸「~~~－－~~~~~~~~~~~~~~~
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〃
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(2)少額訴訟事件(少．）

、、 土庄簡裁高松簡裁管内総数

既済｜未済未済 新受既済未済 新受新受 既済年次

’ 0 054 12 054令和元年 91 2091

0 1 049 14 020 51令和2年 67 1 67

O I 014 045 1 4520令和3年 63 1 63

0 1 047 6 039令和4年 53 1 63 10

0 1 ， ｜ ，29 1 730 141 11令和5年 42
1 1 ■

■

、、 観音寺簡裁

|既済|未済

善通寺簡裁丸亀簡裁

新受既済 未済未済 新受既済新受年次

10 12 1 23 1 224 4令和元年 24

6 1 7 14 17 1 7 1 4 3令和2年

’ 7 1 8 1 000 16令和3年 11 9

2 1 12 1 1 110 1 14 1 2令和4年

4 140 1 1 03令和5年 8 7

1 1
､

高松簡裁
60

50

40

一新受

壬一既済
30

→一未済 ’

20

←一一七一一▲、
10

伊

Ⅱリ

0

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

8

＝一



(3)督促事件(口）

、、 高松簡裁 土庄簡裁管内総数

既済 未済 新受 既済 未済新受｜既済｜未済 新受年次

17 0814 833 16 17令和元年 1，450 1 1，472 16

’ 25 25 0632 640 81,084 13令和2年 1，081

32 32 0596 121,015 1 14 600令和3年 1,016

494 15 15 0482 1 24790 1 779 1 25令和4年
ロ

’ 29 14 14 0461 456令和5年 810 803 32

凶 観音寺簡裁

新受|既済|未済新受 既済

善通寺簡裁丸亀簡裁

新受｜既済｜未済既済新受 未済新受 既済年次
■ ■ ■

169 0107 1 107 0 168令和元年 346 0344

126 125 177 77 0令和2年 221 1 217 1 4

4 1 1

81 078 76 2 80令和3年 230 0226
一

00 65 65181 34 36令和4年 182
■

全

■

■

■

■

■

76 75 163 62 1令和5年 196 1 196 1 1

ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■

高松簡裁
1,000

500

、

0

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

9

。 一



(4)民事調停事件(特定調停(特ノ)を除く）

、、 高松簡裁 土庄簡裁

新受|既済|未済既済

管内総数

新受 既済 未済既済 未済年次 新受

143 34 8 10 0令和元年 250 49 139243

29． 3 3 047 134 139令和2年 217 219

0127 1 118 1 38 6 1 6令和3年 174 57184

I I

3 0103 106 35 3令和4年 175 181 51

3 3 1 0115 109 41令和5年 184 1 181 54

、、
｡

観音寺簡裁善通寺簡裁丸亀簡裁

既済 未済未済 新受既済 未済 新受 既済年次 新受
1

1 17 19 616 18令和元年 60 863

17 916 1 16 1 20令和2年 44 1 44 1 8

16 17 8令和3年 9 7 6 228 27

23 28 38 5令和4年 35 1 36 8 11

20 1 19 412 1 16 1令和5年 34 34 8

■

高松簡裁
160

140

－－弓、
吾壼…〒房

＄ U禅1

120

100

一新受一新受

÷既済

→一未済

÷既済

80

L→一未済
60

一

40

ー

20

0
ﾛ ｰ ｰ』

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

10

毛
串
里 f



(5)特定調停事件(特ノ）

、、
〆

高松簡裁 土庄簡裁管内総数

未済 新受 既済 未済 新受 既済 未済新受 既済年次

18 1 10 0 0 0令和元年 25 20 1142

45 5 0 0 0令和2年 72 9 3961

28 0 0 0 0令和3年 50 0 2341

◆

06 0 0 0令和4年 8 12 620

4 011 7 0 0令和5年 25 30 7

、、 観音寺簡裁

…既済
善通寺簡裁丸亀簡裁 ・

新受 ｜ 既済｜未済既済新受 新受 既済 未済 新受年次

0 015 6 9 0令和元年 9 09

0 04 9 18 0 0令和2年 13 9

00 0 0 6 6令和3年 12 16 0

2 2 00 0 0令和4年 12 0 12

0 0 14 14 0令和5年 12 0 00。■
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第2刑事事件

1 地方裁判所

ア通常第一審事件(わ）

、、 高松地裁本庁高松地裁管内総数

新受｜ 既済 ｜未済未済 新受 既済 未済年次

’272 474 468 149令和元年 825 784
Tr 】1－

令和2年 780 1 858 194 489 529 109

418 1 437 90令和3年 684 174664

194 408 379 119令和4年 639 619

497 1 474 1775 1 716 1 253 142令和5年
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